
働き方改革アクションプラン 

会社名 セイコーホールディングス株式会社 従業員数 ④100 人～299 人 

 

① 時間労働の是正（ＫＰＩ） 

2017 年度数値目標 一人平均 17.5 時間／月 前年比 10％削減 

※2018 年度の数値目標は 2017 年度の残業実績集計結果により設定  

 

① 長時間労働の是正（行動計画） 

・残業の事前申請徹底および退社時間の「見える化」カードの掲出 

・ノー残業デー（水・金）の継続実施 

  従来の一斉消灯に加え、人事部より全社員へ定時退社を促すメールを配信する。 

・各部における業務改善を推進するための参考資料（取り組み例等）を配布 

・業務効率化研修の開催及び業務改善のためのワーキンググループの開催 ＜2017 年度に実施＞ 

 

（退社時間の「見える化」カード） 
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②年休の取得促進（ＫＰＩ） 

2019 年度の年次有給休暇の一人当たり平均年間取得日数を 2014 年度比の 10％増とする。 

 

②年休の取得促進（行動計画） 

・計画休暇取得制度の運用 

  年休 2 日分を用い、土日を含む 4 連休以上を計画的に取得。 

  各部で取得状況を管理し、有給休暇取得率の更なる向上を図る。 

・時間単位年休の導入 ＜2017 年度に新規導入＞ 

 

（計画休暇取得管理表） 
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③柔軟な働き方の促進（ＫＰＩ） 

育児休業取得者の復職率を 100％とする。 

 

③柔軟な働き方の促進（行動計画） 

育児制度の充実により、復職しやすい環境を整備する。 

【制度の概要】 

・育児休業制度 

 子が 1歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの間で、本人が申し出た期間休業することができる。 

 なお、子が 1 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日を超えても休業が必要と認められる場合には、 

 子が 2 歳に達するまでの間で本人が申し出た期間休業を延長することができる。 

・育児短時間勤務制度 

 小学校第 4 学年を修了するまでの子を養育する従業員で本人が希望し会社が認めた場合は、 

 最大 90 分の短時間勤務ができる。 

・育児介護フレックス制度 ＜2017 年度に新規導入＞ 

 小学校第 4 学年を修了するまでの子を養育する従業員で本人が希望し会社が認めた場合は、 

 フレックスタイム勤務ができる。 




